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下部・１階・換気室平面図下部・１階・換気室平面図下部・１階・換気室平面図下部・１階・換気室平面図下部・１階・換気室平面図下部・１階・換気室平面図下部・１階・換気室平面図

立面図・屋根伏図立面図・屋根伏図立面図・屋根伏図立面図・屋根伏図立面図・屋根伏図立面図・屋根伏図立面図・屋根伏図

天井伏図天井伏図天井伏図天井伏図天井伏図天井伏図天井伏図

建具表建具表建具表建具表建具表建具表建具表

断面図２断面図２断面図２断面図２断面図２断面図２断面図２

断面図１断面図１断面図１断面図１断面図１断面図１断面図１

床伏図・配筋リスト１床伏図・配筋リスト１床伏図・配筋リスト１床伏図・配筋リスト１床伏図・配筋リスト１床伏図・配筋リスト１床伏図・配筋リスト１

床伏図・配筋リスト２床伏図・配筋リスト２床伏図・配筋リスト２床伏図・配筋リスト２床伏図・配筋リスト２床伏図・配筋リスト２床伏図・配筋リスト２

配置平面図（電気設備））配置平面図（電気設備））配置平面図（電気設備））配置平面図（電気設備））配置平面図（電気設備））配置平面図（電気設備））配置平面図（電気設備））
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参考図参考図参考図参考図参考図参考図参考図

参考図参考図参考図参考図参考図参考図参考図

参考図参考図参考図参考図参考図参考図参考図
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配置図配置図配置図配置図配置図配置図配置図
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の利用の利用の利用の利用の利用の利用の利用

よる他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。よる他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。よる他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。よる他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。よる他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。よる他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。よる他、工事着手前協議時に監督員と協議の上、決定するものとする。
運用に当たっては、「電子メールを活用した情報共有における運用指針」に運用に当たっては、「電子メールを活用した情報共有における運用指針」に運用に当たっては、「電子メールを活用した情報共有における運用指針」に運用に当たっては、「電子メールを活用した情報共有における運用指針」に運用に当たっては、「電子メールを活用した情報共有における運用指針」に運用に当たっては、「電子メールを活用した情報共有における運用指針」に運用に当たっては、「電子メールを活用した情報共有における運用指針」に

本工事の施工中における受発注者間の情報共有は電子メールを利用すること。本工事の施工中における受発注者間の情報共有は電子メールを利用すること。本工事の施工中における受発注者間の情報共有は電子メールを利用すること。本工事の施工中における受発注者間の情報共有は電子メールを利用すること。本工事の施工中における受発注者間の情報共有は電子メールを利用すること。本工事の施工中における受発注者間の情報共有は電子メールを利用すること。本工事の施工中における受発注者間の情報共有は電子メールを利用すること。

車両の適正燃料車両の適正燃料車両の適正燃料車両の適正燃料車両の適正燃料車両の適正燃料車両の適正燃料

の使用の使用の使用の使用の使用の使用の使用

8.電子メール8.電子メール8.電子メール8.電子メール8.電子メール8.電子メール8.電子メール

9.ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ9.ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ9.ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ9.ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ9.ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ9.ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ9.ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ

岐阜県高山市国府町西門前地内岐阜県高山市国府町西門前地内岐阜県高山市国府町西門前地内岐阜県高山市国府町西門前地内岐阜県高山市国府町西門前地内岐阜県高山市国府町西門前地内岐阜県高山市国府町西門前地内

荒城地区施設本体及び付帯構造物荒城地区施設本体及び付帯構造物荒城地区施設本体及び付帯構造物荒城地区施設本体及び付帯構造物荒城地区施設本体及び付帯構造物荒城地区施設本体及び付帯構造物荒城地区施設本体及び付帯構造物

特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事

　　１.　工事概要　　１.　工事概要　　１.　工事概要　　１.　工事概要　　１.　工事概要　　１.　工事概要　　１.　工事概要

特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書特 記 仕 様 書

　　２.　一般共通事項　　２.　一般共通事項　　２.　一般共通事項　　２.　一般共通事項　　２.　一般共通事項　　２.　一般共通事項　　２.　一般共通事項

・解体内部、設備等毎・解体内部、設備等毎・解体内部、設備等毎・解体内部、設備等毎・解体内部、設備等毎・解体内部、設備等毎・解体内部、設備等毎

1.工事名称1.工事名称1.工事名称1.工事名称1.工事名称1.工事名称1.工事名称

本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を高山市内本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を高山市内本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を高山市内本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を高山市内本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を高山市内本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を高山市内本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を高山市内

高山市入札参加者資格停止の措置がされていないこと。高山市入札参加者資格停止の措置がされていないこと。高山市入札参加者資格停止の措置がされていないこと。高山市入札参加者資格停止の措置がされていないこと。高山市入札参加者資格停止の措置がされていないこと。高山市入札参加者資格停止の措置がされていないこと。高山市入札参加者資格停止の措置がされていないこと。

に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を含む。）に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を含む。）に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を含む。）に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を含む。）に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を含む。）に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を含む。）に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を含む。）

を有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定にあたってはを有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定にあたってはを有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定にあたってはを有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定にあたってはを有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定にあたってはを有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定にあたってはを有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定にあたっては

本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の

相手方は、高山市内に本店を有するものの中から選定するよう努めるととも相手方は、高山市内に本店を有するものの中から選定するよう努めるととも相手方は、高山市内に本店を有するものの中から選定するよう努めるととも相手方は、高山市内に本店を有するものの中から選定するよう努めるととも相手方は、高山市内に本店を有するものの中から選定するよう努めるととも相手方は、高山市内に本店を有するものの中から選定するよう努めるととも相手方は、高山市内に本店を有するものの中から選定するよう努めるととも

に、調達する工事材料は高山市内での生産品（高山市内での生産のないものに、調達する工事材料は高山市内での生産品（高山市内での生産のないものに、調達する工事材料は高山市内での生産品（高山市内での生産のないものに、調達する工事材料は高山市内での生産品（高山市内での生産のないものに、調達する工事材料は高山市内での生産品（高山市内での生産のないものに、調達する工事材料は高山市内での生産品（高山市内での生産のないものに、調達する工事材料は高山市内での生産品（高山市内での生産のないもの

にあっては、岐阜県産）を選定するよう努めること。にあっては、岐阜県産）を選定するよう努めること。にあっては、岐阜県産）を選定するよう努めること。にあっては、岐阜県産）を選定するよう努めること。にあっては、岐阜県産）を選定するよう努めること。にあっては、岐阜県産）を選定するよう努めること。にあっては、岐阜県産）を選定するよう努めること。

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する

項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時ま

でに所定の様式により提出することができる。でに所定の様式により提出することができる。でに所定の様式により提出することができる。でに所定の様式により提出することができる。でに所定の様式により提出することができる。でに所定の様式により提出することができる。でに所定の様式により提出することができる。
提出提出提出提出提出提出提出

（1.2.3）（1.2.3）（1.2.3）（1.2.3）（1.2.3）（1.2.3）（1.2.3） 工事中、完成時ともカラー写真とする。工事中、完成時ともカラー写真とする。工事中、完成時ともカラー写真とする。工事中、完成時ともカラー写真とする。工事中、完成時ともカラー写真とする。工事中、完成時ともカラー写真とする。工事中、完成時ともカラー写真とする。

撮影対象等は「工事写真の撮り方　改訂第2版　建築編」による他、次の箇所撮影対象等は「工事写真の撮り方　改訂第2版　建築編」による他、次の箇所撮影対象等は「工事写真の撮り方　改訂第2版　建築編」による他、次の箇所撮影対象等は「工事写真の撮り方　改訂第2版　建築編」による他、次の箇所撮影対象等は「工事写真の撮り方　改訂第2版　建築編」による他、次の箇所撮影対象等は「工事写真の撮り方　改訂第2版　建築編」による他、次の箇所撮影対象等は「工事写真の撮り方　改訂第2版　建築編」による他、次の箇所

とする。とする。とする。とする。とする。とする。とする。

分類分類分類分類分類分類分類 提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数提出部数

着工前着工前着工前着工前着工前着工前着工前 1部1部1部1部1部1部1部

完成時完成時完成時完成時完成時完成時完成時

　　工事着手前協議を行うこと。　　工事着手前協議を行うこと。　　工事着手前協議を行うこと。　　工事着手前協議を行うこと。　　工事着手前協議を行うこと。　　工事着手前協議を行うこと。　　工事着手前協議を行うこと。
1　本工事の受注者は、契約後1～2週間以内に設計書内容等について監督員と1　本工事の受注者は、契約後1～2週間以内に設計書内容等について監督員と1　本工事の受注者は、契約後1～2週間以内に設計書内容等について監督員と1　本工事の受注者は、契約後1～2週間以内に設計書内容等について監督員と1　本工事の受注者は、契約後1～2週間以内に設計書内容等について監督員と1　本工事の受注者は、契約後1～2週間以内に設計書内容等について監督員と1　本工事の受注者は、契約後1～2週間以内に設計書内容等について監督員と

2　協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を2　協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を2　協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を2　協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を2　協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を2　協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を2　協議に当たっては、別に定める「施工打ち合わせ記録簿」に協議事項を

　　受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。　　受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。　　受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。　　受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。　　受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。　　受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。　　受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。

　　現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。　　現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。　　現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。　　現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。　　現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。　　現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。　　現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。

　　記入し、打ち合わせに持参すること。なお、協議日の設定については、　　記入し、打ち合わせに持参すること。なお、協議日の設定については、　　記入し、打ち合わせに持参すること。なお、協議日の設定については、　　記入し、打ち合わせに持参すること。なお、協議日の設定については、　　記入し、打ち合わせに持参すること。なお、協議日の設定については、　　記入し、打ち合わせに持参すること。なお、協議日の設定については、　　記入し、打ち合わせに持参すること。なお、協議日の設定については、

協議協議協議協議協議協議協議

1　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両にはＪＩＳ規格の軽油を使用すること。1　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両にはＪＩＳ規格の軽油を使用すること。1　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両にはＪＩＳ規格の軽油を使用すること。1　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両にはＪＩＳ規格の軽油を使用すること。1　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両にはＪＩＳ規格の軽油を使用すること。1　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両にはＪＩＳ規格の軽油を使用すること。1　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両にはＪＩＳ規格の軽油を使用すること。

2　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。2　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。2　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。2　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。2　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。2　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。2　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。

　　現場代理人（主任技術者）が受け取ること。　　現場代理人（主任技術者）が受け取ること。　　現場代理人（主任技術者）が受け取ること。　　現場代理人（主任技術者）が受け取ること。　　現場代理人（主任技術者）が受け取ること。　　現場代理人（主任技術者）が受け取ること。　　現場代理人（主任技術者）が受け取ること。

4　協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄は監督員が記入し、4　協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄は監督員が記入し、4　協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄は監督員が記入し、4　協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄は監督員が記入し、4　協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄は監督員が記入し、4　協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄は監督員が記入し、4　協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄は監督員が記入し、

対策等の責任者対策等の責任者対策等の責任者対策等の責任者対策等の責任者対策等の責任者対策等の責任者

適用する適用する適用する適用する適用する適用する適用する

（1.3.2）（1.3.2）（1.3.2）（1.3.2）（1.3.2）（1.3.2）（1.3.2）

技術者技術者技術者技術者技術者技術者技術者

（1.3.3）（1.3.3）（1.3.3）（1.3.3）（1.3.3）（1.3.3）（1.3.3）

（1.2.2）（1.2.2）（1.2.2）（1.2.2）（1.2.2）（1.2.2）（1.2.2）

2）建築物の解体工事の施工計画書の作成にあたっては、事故防止を図るため2）建築物の解体工事の施工計画書の作成にあたっては、事故防止を図るため2）建築物の解体工事の施工計画書の作成にあたっては、事故防止を図るため2）建築物の解体工事の施工計画書の作成にあたっては、事故防止を図るため2）建築物の解体工事の施工計画書の作成にあたっては、事故防止を図るため2）建築物の解体工事の施工計画書の作成にあたっては、事故防止を図るため2）建築物の解体工事の施工計画書の作成にあたっては、事故防止を図るため

関係する法令、指針等を遵守する。関係する法令、指針等を遵守する。関係する法令、指針等を遵守する。関係する法令、指針等を遵守する。関係する法令、指針等を遵守する。関係する法令、指針等を遵守する。関係する法令、指針等を遵守する。

確保及び環境保全確保及び環境保全確保及び環境保全確保及び環境保全確保及び環境保全確保及び環境保全確保及び環境保全

（1.3.6）（1.3.6）（1.3.6）（1.3.6）（1.3.6）（1.3.6）（1.3.6）

1）「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成9年建設省告示1）「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成9年建設省告示1）「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成9年建設省告示1）「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成9年建設省告示1）「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成9年建設省告示1）「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成9年建設省告示1）「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成9年建設省告示

　　第1537号）に基づき、指定された建設機械を使用する。　　第1537号）に基づき、指定された建設機械を使用する。　　第1537号）に基づき、指定された建設機械を使用する。　　第1537号）に基づき、指定された建設機械を使用する。　　第1537号）に基づき、指定された建設機械を使用する。　　第1537号）に基づき、指定された建設機械を使用する。　　第1537号）に基づき、指定された建設機械を使用する。

2）「建設機械に関する技術指針（平成3年建設省通知第247号）」に基づき、2）「建設機械に関する技術指針（平成3年建設省通知第247号）」に基づき、2）「建設機械に関する技術指針（平成3年建設省通知第247号）」に基づき、2）「建設機械に関する技術指針（平成3年建設省通知第247号）」に基づき、2）「建設機械に関する技術指針（平成3年建設省通知第247号）」に基づき、2）「建設機械に関する技術指針（平成3年建設省通知第247号）」に基づき、2）「建設機械に関する技術指針（平成3年建設省通知第247号）」に基づき、

　　指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。　　指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。　　指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。　　指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。　　指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。　　指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。　　指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。

3）作業に必要な酸素、アセチレン及び軽油等の危険物は所定の位置に施錠の3）作業に必要な酸素、アセチレン及び軽油等の危険物は所定の位置に施錠の3）作業に必要な酸素、アセチレン及び軽油等の危険物は所定の位置に施錠の3）作業に必要な酸素、アセチレン及び軽油等の危険物は所定の位置に施錠の3）作業に必要な酸素、アセチレン及び軽油等の危険物は所定の位置に施錠の3）作業に必要な酸素、アセチレン及び軽油等の危険物は所定の位置に施錠の3）作業に必要な酸素、アセチレン及び軽油等の危険物は所定の位置に施錠の

　　上保管、若しくは現場外に搬出する等管理を徹底すること。　　上保管、若しくは現場外に搬出する等管理を徹底すること。　　上保管、若しくは現場外に搬出する等管理を徹底すること。　　上保管、若しくは現場外に搬出する等管理を徹底すること。　　上保管、若しくは現場外に搬出する等管理を徹底すること。　　上保管、若しくは現場外に搬出する等管理を徹底すること。　　上保管、若しくは現場外に搬出する等管理を徹底すること。

4）作業開始前に当日の工事打ち合わせを実施し、公害及び第三者に対する事4）作業開始前に当日の工事打ち合わせを実施し、公害及び第三者に対する事4）作業開始前に当日の工事打ち合わせを実施し、公害及び第三者に対する事4）作業開始前に当日の工事打ち合わせを実施し、公害及び第三者に対する事4）作業開始前に当日の工事打ち合わせを実施し、公害及び第三者に対する事4）作業開始前に当日の工事打ち合わせを実施し、公害及び第三者に対する事4）作業開始前に当日の工事打ち合わせを実施し、公害及び第三者に対する事

　　故防止に努めること。　　故防止に努めること。　　故防止に努めること。　　故防止に努めること。　　故防止に努めること。　　故防止に努めること。　　故防止に努めること。

　　労働災害及びその他の事故発生等を防止するための注意と、常時の点検　　労働災害及びその他の事故発生等を防止するための注意と、常時の点検　　労働災害及びその他の事故発生等を防止するための注意と、常時の点検　　労働災害及びその他の事故発生等を防止するための注意と、常時の点検　　労働災害及びその他の事故発生等を防止するための注意と、常時の点検　　労働災害及びその他の事故発生等を防止するための注意と、常時の点検　　労働災害及びその他の事故発生等を防止するための注意と、常時の点検

　　を作業員に徹底させること。　　を作業員に徹底させること。　　を作業員に徹底させること。　　を作業員に徹底させること。　　を作業員に徹底させること。　　を作業員に徹底させること。　　を作業員に徹底させること。

6）道路を汚さないよう、毎日清掃する。6）道路を汚さないよう、毎日清掃する。6）道路を汚さないよう、毎日清掃する。6）道路を汚さないよう、毎日清掃する。6）道路を汚さないよう、毎日清掃する。6）道路を汚さないよう、毎日清掃する。6）道路を汚さないよう、毎日清掃する。

7）保安上必要な施設等は、労働安全規定に基づき設置する。7）保安上必要な施設等は、労働安全規定に基づき設置する。7）保安上必要な施設等は、労働安全規定に基づき設置する。7）保安上必要な施設等は、労働安全規定に基づき設置する。7）保安上必要な施設等は、労働安全規定に基づき設置する。7）保安上必要な施設等は、労働安全規定に基づき設置する。7）保安上必要な施設等は、労働安全規定に基づき設置する。

2.工事場所2.工事場所2.工事場所2.工事場所2.工事場所2.工事場所2.工事場所

3.規模、構造3.規模、構造3.規模、構造3.規模、構造3.規模、構造3.規模、構造3.規模、構造

6.実施状況の6.実施状況の6.実施状況の6.実施状況の6.実施状況の6.実施状況の6.実施状況の

7.工事着手前7.工事着手前7.工事着手前7.工事着手前7.工事着手前7.工事着手前7.工事着手前

10.建設副産物10.建設副産物10.建設副産物10.建設副産物10.建設副産物10.建設副産物10.建設副産物

11.電気保安11.電気保安11.電気保安11.電気保安11.電気保安11.電気保安11.電気保安

12.施工計画書12.施工計画書12.施工計画書12.施工計画書12.施工計画書12.施工計画書12.施工計画書

13.施工中の安全13.施工中の安全13.施工中の安全13.施工中の安全13.施工中の安全13.施工中の安全13.施工中の安全

3　協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は3　協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は3　協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は3　協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は3　協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は3　協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は3　協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は

　　最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し、写しを　　最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し、写しを　　最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し、写しを　　最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し、写しを　　最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し、写しを　　最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し、写しを　　最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し、写しを

5）5）5）5）5）5）5）

（1.3.10）（1.3.10）（1.3.10）（1.3.10）（1.3.10）（1.3.10）（1.3.10）

1）「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」以下「建設リサイクル1）「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」以下「建設リサイクル1）「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」以下「建設リサイクル1）「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」以下「建設リサイクル1）「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」以下「建設リサイクル1）「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」以下「建設リサイクル1）「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」以下「建設リサイクル

　　法」、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理要綱」、「再資源の利用　　法」、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理要綱」、「再資源の利用　　法」、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理要綱」、「再資源の利用　　法」、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理要綱」、「再資源の利用　　法」、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理要綱」、「再資源の利用　　法」、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理要綱」、「再資源の利用　　法」、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理要綱」、「再資源の利用

　　の促進に関する法律」その他関係法令に従い、適切に処理し係員に報告　　の促進に関する法律」その他関係法令に従い、適切に処理し係員に報告　　の促進に関する法律」その他関係法令に従い、適切に処理し係員に報告　　の促進に関する法律」その他関係法令に従い、適切に処理し係員に報告　　の促進に関する法律」その他関係法令に従い、適切に処理し係員に報告　　の促進に関する法律」その他関係法令に従い、適切に処理し係員に報告　　の促進に関する法律」その他関係法令に従い、適切に処理し係員に報告

　　する。　　する。　　する。　　する。　　する。　　する。　　する。

14.発生材の処理14.発生材の処理14.発生材の処理14.発生材の処理14.発生材の処理14.発生材の処理14.発生材の処理

適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない

撮影箇所撮影箇所撮影箇所撮影箇所撮影箇所撮影箇所撮影箇所

・敷地全景・敷地全景・敷地全景・敷地全景・敷地全景・敷地全景・敷地全景

・建築物全景　・建築物全景　・建築物全景　・建築物全景　・建築物全景　・建築物全景　・建築物全景　

1部1部1部1部1部1部1部工事中工事中工事中工事中工事中工事中工事中

　看板等）　看板等）　看板等）　看板等）　看板等）　看板等）　看板等）

・仮設物（仮囲い、内部足場、工事・仮設物（仮囲い、内部足場、工事・仮設物（仮囲い、内部足場、工事・仮設物（仮囲い、内部足場、工事・仮設物（仮囲い、内部足場、工事・仮設物（仮囲い、内部足場、工事・仮設物（仮囲い、内部足場、工事

・公害対策状況・解体機械、発生材・公害対策状況・解体機械、発生材・公害対策状況・解体機械、発生材・公害対策状況・解体機械、発生材・公害対策状況・解体機械、発生材・公害対策状況・解体機械、発生材・公害対策状況・解体機械、発生材

　運搬車両　運搬車両　運搬車両　運搬車両　運搬車両　運搬車両　運搬車両

・発生材処分先及び搬入写真・発生材処分先及び搬入写真・発生材処分先及び搬入写真・発生材処分先及び搬入写真・発生材処分先及び搬入写真・発生材処分先及び搬入写真・発生材処分先及び搬入写真

・その他監督員が必要と認め、指示・その他監督員が必要と認め、指示・その他監督員が必要と認め、指示・その他監督員が必要と認め、指示・その他監督員が必要と認め、指示・その他監督員が必要と認め、指示・その他監督員が必要と認め、指示

　した箇所　した箇所　した箇所　した箇所　した箇所　した箇所　した箇所

・各施工状況（工程毎）・各施工状況（工程毎）・各施工状況（工程毎）・各施工状況（工程毎）・各施工状況（工程毎）・各施工状況（工程毎）・各施工状況（工程毎）

・隣接建物の現状・隣接建物の現状・隣接建物の現状・隣接建物の現状・隣接建物の現状・隣接建物の現状・隣接建物の現状

・整地、仕上げ状況・整地、仕上げ状況・整地、仕上げ状況・整地、仕上げ状況・整地、仕上げ状況・整地、仕上げ状況・整地、仕上げ状況

1）工程表・施工計画書（総合、仮設、解体）は、工事契約締結後速やかに監1）工程表・施工計画書（総合、仮設、解体）は、工事契約締結後速やかに監1）工程表・施工計画書（総合、仮設、解体）は、工事契約締結後速やかに監1）工程表・施工計画書（総合、仮設、解体）は、工事契約締結後速やかに監1）工程表・施工計画書（総合、仮設、解体）は、工事契約締結後速やかに監1）工程表・施工計画書（総合、仮設、解体）は、工事契約締結後速やかに監1）工程表・施工計画書（総合、仮設、解体）は、工事契約締結後速やかに監

　　督員に提出し、承諾を得ること。　　督員に提出し、承諾を得ること。　　督員に提出し、承諾を得ること。　　督員に提出し、承諾を得ること。　　督員に提出し、承諾を得ること。　　督員に提出し、承諾を得ること。　　督員に提出し、承諾を得ること。

（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）（1.3.11）

工事施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、工事施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、工事施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、工事施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、工事施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、工事施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、工事施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、

事故発生報告書を速やかに監督員に提出すること。事故発生報告書を速やかに監督員に提出すること。事故発生報告書を速やかに監督員に提出すること。事故発生報告書を速やかに監督員に提出すること。事故発生報告書を速やかに監督員に提出すること。事故発生報告書を速やかに監督員に提出すること。事故発生報告書を速やかに監督員に提出すること。

工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は、損傷した場合は、構造、仕上工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は、損傷した場合は、構造、仕上工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は、損傷した場合は、構造、仕上工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は、損傷した場合は、構造、仕上工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は、損傷した場合は、構造、仕上工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は、損傷した場合は、構造、仕上工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は、損傷した場合は、構造、仕上

への届出手続等への届出手続等への届出手続等への届出手続等への届出手続等への届出手続等への届出手続等

1）工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要1）工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要1）工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要1）工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要1）工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要1）工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要1）工事の着手、施工、完成にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要

　　報告する。　　報告する。　　報告する。　　報告する。　　報告する。　　報告する。　　報告する。

　　な届出手続等を遅滞なく行う。　　な届出手続等を遅滞なく行う。　　な届出手続等を遅滞なく行う。　　な届出手続等を遅滞なく行う。　　な届出手続等を遅滞なく行う。　　な届出手続等を遅滞なく行う。　　な届出手続等を遅滞なく行う。

2）届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に2）届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に2）届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に2）届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に2）届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に2）届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に2）届出手続等を行うにあたっては、届出内容についてあらかじめ監督職員に

3）関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に3）関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に3）関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に3）関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に3）関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に3）関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に3）関係法令等に基づく官公署その他関係機関の検査においては、その検査に

　　必要な資機材及び労務等を提供する。　　必要な資機材及び労務等を提供する。　　必要な資機材及び労務等を提供する。　　必要な資機材及び労務等を提供する。　　必要な資機材及び労務等を提供する。　　必要な資機材及び労務等を提供する。　　必要な資機材及び労務等を提供する。

　　そのため工程を事前協議し、調整すること。　　そのため工程を事前協議し、調整すること。　　そのため工程を事前協議し、調整すること。　　そのため工程を事前協議し、調整すること。　　そのため工程を事前協議し、調整すること。　　そのため工程を事前協議し、調整すること。　　そのため工程を事前協議し、調整すること。

16.事前調査16.事前調査16.事前調査16.事前調査16.事前調査16.事前調査16.事前調査

18.養生その他18.養生その他18.養生その他18.養生その他18.養生その他18.養生その他18.養生その他

19.官公庁その他19.官公庁その他19.官公庁その他19.官公庁その他19.官公庁その他19.官公庁その他19.官公庁その他

20.別途工事との20.別途工事との20.別途工事との20.別途工事との20.別途工事との20.別途工事との20.別途工事との

15.近隣との折衝15.近隣との折衝15.近隣との折衝15.近隣との折衝15.近隣との折衝15.近隣との折衝15.近隣との折衝

3）建設廃棄物マニュフェストE票の写しを提出する。3）建設廃棄物マニュフェストE票の写しを提出する。3）建設廃棄物マニュフェストE票の写しを提出する。3）建設廃棄物マニュフェストE票の写しを提出する。3）建設廃棄物マニュフェストE票の写しを提出する。3）建設廃棄物マニュフェストE票の写しを提出する。3）建設廃棄物マニュフェストE票の写しを提出する。

2）特に発生材のうち、再資源の利用が可能な物（コンクリート、アスファル2）特に発生材のうち、再資源の利用が可能な物（コンクリート、アスファル2）特に発生材のうち、再資源の利用が可能な物（コンクリート、アスファル2）特に発生材のうち、再資源の利用が可能な物（コンクリート、アスファル2）特に発生材のうち、再資源の利用が可能な物（コンクリート、アスファル2）特に発生材のうち、再資源の利用が可能な物（コンクリート、アスファル2）特に発生材のうち、再資源の利用が可能な物（コンクリート、アスファル

　　ト、木材、鋼材等）に関しては、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬　　ト、木材、鋼材等）に関しては、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬　　ト、木材、鋼材等）に関しては、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬　　ト、木材、鋼材等）に関しては、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬　　ト、木材、鋼材等）に関しては、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬　　ト、木材、鋼材等）に関しては、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬　　ト、木材、鋼材等）に関しては、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬

　　入する。　　入する。　　入する。　　入する。　　入する。　　入する。　　入する。

共在来にならい補修する。共在来にならい補修する。共在来にならい補修する。共在来にならい補修する。共在来にならい補修する。共在来にならい補修する。共在来にならい補修する。

2部2部2部2部2部2部2部

5.使用資材5.使用資材5.使用資材5.使用資材5.使用資材5.使用資材5.使用資材

17.事故報告17.事故報告17.事故報告17.事故報告17.事故報告17.事故報告17.事故報告

解体、整備工事にあたり、複数の別途工事が同時期に行われる解体、整備工事にあたり、複数の別途工事が同時期に行われる解体、整備工事にあたり、複数の別途工事が同時期に行われる解体、整備工事にあたり、複数の別途工事が同時期に行われる解体、整備工事にあたり、複数の別途工事が同時期に行われる解体、整備工事にあたり、複数の別途工事が同時期に行われる解体、整備工事にあたり、複数の別途工事が同時期に行われる

1.適用範囲1.適用範囲1.適用範囲1.適用範囲1.適用範囲1.適用範囲1.適用範囲 1）この特記仕様書、図面及び現場説明書（現場説明に対する質疑回答書を含1）この特記仕様書、図面及び現場説明書（現場説明に対する質疑回答書を含1）この特記仕様書、図面及び現場説明書（現場説明に対する質疑回答書を含1）この特記仕様書、図面及び現場説明書（現場説明に対する質疑回答書を含1）この特記仕様書、図面及び現場説明書（現場説明に対する質疑回答書を含1）この特記仕様書、図面及び現場説明書（現場説明に対する質疑回答書を含1）この特記仕様書、図面及び現場説明書（現場説明に対する質疑回答書を含

[以下｢標仕」という]、[以下｢標仕」という]、[以下｢標仕」という]、[以下｢標仕」という]、[以下｢標仕」という]、[以下｢標仕」という]、[以下｢標仕」という]、

む）に記載されていない事項は、すべてむ）に記載されていない事項は、すべてむ）に記載されていない事項は、すべてむ）に記載されていない事項は、すべてむ）に記載されていない事項は、すべてむ）に記載されていない事項は、すべてむ）に記載されていない事項は、すべて

建築工事改修工事標準仕様書（最新版）[以下「改標仕」という]建築工事改修工事標準仕様書（最新版）[以下「改標仕」という]建築工事改修工事標準仕様書（最新版）[以下「改標仕」という]建築工事改修工事標準仕様書（最新版）[以下「改標仕」という]建築工事改修工事標準仕様書（最新版）[以下「改標仕」という]建築工事改修工事標準仕様書（最新版）[以下「改標仕」という]建築工事改修工事標準仕様書（最新版）[以下「改標仕」という]

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書（最新版）

及び建築工事標準図（最新版）[以下「標準図」という]及び建築工事標準図（最新版）[以下「標準図」という]及び建築工事標準図（最新版）[以下「標準図」という]及び建築工事標準図（最新版）[以下「標準図」という]及び建築工事標準図（最新版）[以下「標準図」という]及び建築工事標準図（最新版）[以下「標準図」という]及び建築工事標準図（最新版）[以下「標準図」という]

2.一般事項2.一般事項2.一般事項2.一般事項2.一般事項2.一般事項2.一般事項 1）工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。1）工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。1）工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。1）工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。1）工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。1）工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。1）工事にあたっては、近隣住民や通行人に対する安全の確保に努めること。

3）工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督員に報告の上、指3）工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督員に報告の上、指3）工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督員に報告の上、指3）工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督員に報告の上、指3）工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督員に報告の上、指3）工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督員に報告の上、指3）工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合は、監督員に報告の上、指

　　示に従い適正な処理を行うこと。　　示に従い適正な処理を行うこと。　　示に従い適正な処理を行うこと。　　示に従い適正な処理を行うこと。　　示に従い適正な処理を行うこと。　　示に従い適正な処理を行うこと。　　示に従い適正な処理を行うこと。

4）工事に伴う官公庁への届け出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用4）工事に伴う官公庁への届け出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用4）工事に伴う官公庁への届け出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用4）工事に伴う官公庁への届け出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用4）工事に伴う官公庁への届け出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用4）工事に伴う官公庁への届け出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用4）工事に伴う官公庁への届け出等の手続き（その費用を含む。）及び工事用

　　電気・水道等の使用に係る費用は、請負者の負担とする。　　電気・水道等の使用に係る費用は、請負者の負担とする。　　電気・水道等の使用に係る費用は、請負者の負担とする。　　電気・水道等の使用に係る費用は、請負者の負担とする。　　電気・水道等の使用に係る費用は、請負者の負担とする。　　電気・水道等の使用に係る費用は、請負者の負担とする。　　電気・水道等の使用に係る費用は、請負者の負担とする。

5）工事による発生材は、産業廃棄物処理法及び建設リサイクル法等の関係諸5）工事による発生材は、産業廃棄物処理法及び建設リサイクル法等の関係諸5）工事による発生材は、産業廃棄物処理法及び建設リサイクル法等の関係諸5）工事による発生材は、産業廃棄物処理法及び建設リサイクル法等の関係諸5）工事による発生材は、産業廃棄物処理法及び建設リサイクル法等の関係諸5）工事による発生材は、産業廃棄物処理法及び建設リサイクル法等の関係諸5）工事による発生材は、産業廃棄物処理法及び建設リサイクル法等の関係諸

　　法令を遵守し、監督員の承諾を得て適正に処分すること。　　法令を遵守し、監督員の承諾を得て適正に処分すること。　　法令を遵守し、監督員の承諾を得て適正に処分すること。　　法令を遵守し、監督員の承諾を得て適正に処分すること。　　法令を遵守し、監督員の承諾を得て適正に処分すること。　　法令を遵守し、監督員の承諾を得て適正に処分すること。　　法令を遵守し、監督員の承諾を得て適正に処分すること。

6）請負者は、監督員と随時打ち合わせを行い、工程の確認・調整及び工事の6）請負者は、監督員と随時打ち合わせを行い、工程の確認・調整及び工事の6）請負者は、監督員と随時打ち合わせを行い、工程の確認・調整及び工事の6）請負者は、監督員と随時打ち合わせを行い、工程の確認・調整及び工事の6）請負者は、監督員と随時打ち合わせを行い、工程の確認・調整及び工事の6）請負者は、監督員と随時打ち合わせを行い、工程の確認・調整及び工事の6）請負者は、監督員と随時打ち合わせを行い、工程の確認・調整及び工事の

　　円滑な進捗を図ること。　　円滑な進捗を図ること。　　円滑な進捗を図ること。　　円滑な進捗を図ること。　　円滑な進捗を図ること。　　円滑な進捗を図ること。　　円滑な進捗を図ること。

　　講じること。　　講じること。　　講じること。　　講じること。　　講じること。　　講じること。　　講じること。

2）工事にあたっては、構造物の状況や工事現場周辺の環境状況を検討した上2）工事にあたっては、構造物の状況や工事現場周辺の環境状況を検討した上2）工事にあたっては、構造物の状況や工事現場周辺の環境状況を検討した上2）工事にあたっては、構造物の状況や工事現場周辺の環境状況を検討した上2）工事にあたっては、構造物の状況や工事現場周辺の環境状況を検討した上2）工事にあたっては、構造物の状況や工事現場周辺の環境状況を検討した上2）工事にあたっては、構造物の状況や工事現場周辺の環境状況を検討した上

　　で、騒音規制法、振動規制法等の関係諸法令を遵守し、必要な措置を　　で、騒音規制法、振動規制法等の関係諸法令を遵守し、必要な措置を　　で、騒音規制法、振動規制法等の関係諸法令を遵守し、必要な措置を　　で、騒音規制法、振動規制法等の関係諸法令を遵守し、必要な措置を　　で、騒音規制法、振動規制法等の関係諸法令を遵守し、必要な措置を　　で、騒音規制法、振動規制法等の関係諸法令を遵守し、必要な措置を　　で、騒音規制法、振動規制法等の関係諸法令を遵守し、必要な措置を

作成、登録作成、登録作成、登録作成、登録作成、登録作成、登録作成、登録

適正処理適正処理適正処理適正処理適正処理適正処理適正処理 産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃

棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理さ棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理さ棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理さ棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理さ棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理さ棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理さ棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理さ

れていることを確認しなければならない。れていることを確認しなければならない。れていることを確認しなければならない。れていることを確認しなければならない。れていることを確認しなければならない。れていることを確認しなければならない。れていることを確認しなければならない。

4.産業廃棄物の4.産業廃棄物の4.産業廃棄物の4.産業廃棄物の4.産業廃棄物の4.産業廃棄物の4.産業廃棄物の

3.工事実績ﾃﾞｰﾀ3.工事実績ﾃﾞｰﾀ3.工事実績ﾃﾞｰﾀ3.工事実績ﾃﾞｰﾀ3.工事実績ﾃﾞｰﾀ3.工事実績ﾃﾞｰﾀ3.工事実績ﾃﾞｰﾀ

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては監督職員の指示に従い、受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては監督職員の指示に従い、受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては監督職員の指示に従い、受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては監督職員の指示に従い、受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては監督職員の指示に従い、受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては監督職員の指示に従い、受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては監督職員の指示に従い、

2）設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。2）設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。2）設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。2）設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。2）設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。2）設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。2）設計図書間に相違がある場合の優先順位は下記による。

(2)現場説明書(2)現場説明書(2)現場説明書(2)現場説明書(2)現場説明書(2)現場説明書(2)現場説明書
(1)質問回答書(1)質問回答書(1)質問回答書(1)質問回答書(1)質問回答書(1)質問回答書(1)質問回答書

(5)図面(5)図面(5)図面(5)図面(5)図面(5)図面(5)図面

(3)特記仕様書(3)特記仕様書(3)特記仕様書(3)特記仕様書(3)特記仕様書(3)特記仕様書(3)特記仕様書

(4)標準特記仕様書（添付された場合に限る）(4)標準特記仕様書（添付された場合に限る）(4)標準特記仕様書（添付された場合に限る）(4)標準特記仕様書（添付された場合に限る）(4)標準特記仕様書（添付された場合に限る）(4)標準特記仕様書（添付された場合に限る）(4)標準特記仕様書（添付された場合に限る）

(7)改標仕(7)改標仕(7)改標仕(7)改標仕(7)改標仕(7)改標仕(7)改標仕

(8)標仕(8)標仕(8)標仕(8)標仕(8)標仕(8)標仕(8)標仕

(6)既設参考図(6)既設参考図(6)既設参考図(6)既設参考図(6)既設参考図(6)既設参考図(6)既設参考図

請負金額500万円以上の場合は、工事実績情報サービス（CORINS)に契約後請負金額500万円以上の場合は、工事実績情報サービス（CORINS)に契約後請負金額500万円以上の場合は、工事実績情報サービス（CORINS)に契約後請負金額500万円以上の場合は、工事実績情報サービス（CORINS)に契約後請負金額500万円以上の場合は、工事実績情報サービス（CORINS)に契約後請負金額500万円以上の場合は、工事実績情報サービス（CORINS)に契約後請負金額500万円以上の場合は、工事実績情報サービス（CORINS)に契約後

１０日以内に登録すること１０日以内に登録すること１０日以内に登録すること１０日以内に登録すること１０日以内に登録すること１０日以内に登録すること１０日以内に登録すること

「建設副産物適正処理推進要綱」、その他関係法令による。「建設副産物適正処理推進要綱」、その他関係法令による。「建設副産物適正処理推進要綱」、その他関係法令による。「建設副産物適正処理推進要綱」、その他関係法令による。「建設副産物適正処理推進要綱」、その他関係法令による。「建設副産物適正処理推進要綱」、その他関係法令による。「建設副産物適正処理推進要綱」、その他関係法令による。
「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）」、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）」、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）」、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）」、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）」、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）」、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）」、
「建築工事安全施工技術指針」、「建築工事安全施工技術指針」、「建築工事安全施工技術指針」、「建築工事安全施工技術指針」、「建築工事安全施工技術指針」、「建築工事安全施工技術指針」、「建築工事安全施工技術指針」、

「建築物解体工事共通仕様書・同解説（最新版)」、「建築物解体工事共通仕様書・同解説（最新版)」、「建築物解体工事共通仕様書・同解説（最新版)」、「建築物解体工事共通仕様書・同解説（最新版)」、「建築物解体工事共通仕様書・同解説（最新版)」、「建築物解体工事共通仕様書・同解説（最新版)」、「建築物解体工事共通仕様書・同解説（最新版)」、

請負者は、必要に応じて付近の地盤沈下の状況、近隣建物の状況を調査・記請負者は、必要に応じて付近の地盤沈下の状況、近隣建物の状況を調査・記請負者は、必要に応じて付近の地盤沈下の状況、近隣建物の状況を調査・記請負者は、必要に応じて付近の地盤沈下の状況、近隣建物の状況を調査・記請負者は、必要に応じて付近の地盤沈下の状況、近隣建物の状況を調査・記請負者は、必要に応じて付近の地盤沈下の状況、近隣建物の状況を調査・記請負者は、必要に応じて付近の地盤沈下の状況、近隣建物の状況を調査・記

録・写真撮影し事後に備えること。さらに、工事の施工により、近隣施設等録・写真撮影し事後に備えること。さらに、工事の施工により、近隣施設等録・写真撮影し事後に備えること。さらに、工事の施工により、近隣施設等録・写真撮影し事後に備えること。さらに、工事の施工により、近隣施設等録・写真撮影し事後に備えること。さらに、工事の施工により、近隣施設等録・写真撮影し事後に備えること。さらに、工事の施工により、近隣施設等録・写真撮影し事後に備えること。さらに、工事の施工により、近隣施設等

に損傷を与えた場合には、現状に復旧すること。に損傷を与えた場合には、現状に復旧すること。に損傷を与えた場合には、現状に復旧すること。に損傷を与えた場合には、現状に復旧すること。に損傷を与えた場合には、現状に復旧すること。に損傷を与えた場合には、現状に復旧すること。に損傷を与えた場合には、現状に復旧すること。

・分別解体の経過状況（作業順）・分別解体の経過状況（作業順）・分別解体の経過状況（作業順）・分別解体の経過状況（作業順）・分別解体の経過状況（作業順）・分別解体の経過状況（作業順）・分別解体の経過状況（作業順）

調整調整調整調整調整調整調整

鉄筋コンクリート造　平屋建鉄筋コンクリート造　平屋建鉄筋コンクリート造　平屋建鉄筋コンクリート造　平屋建鉄筋コンクリート造　平屋建鉄筋コンクリート造　平屋建鉄筋コンクリート造　平屋建 241.05㎡　竣工年　H.9241.05㎡　竣工年　H.9241.05㎡　竣工年　H.9241.05㎡　竣工年　H.9241.05㎡　竣工年　H.9241.05㎡　竣工年　H.9241.05㎡　竣工年　H.9

8）敷地からの出入りの工事車両の通行は歩行者並びに通行車両優先の為、8）敷地からの出入りの工事車両の通行は歩行者並びに通行車両優先の為、8）敷地からの出入りの工事車両の通行は歩行者並びに通行車両優先の為、8）敷地からの出入りの工事車両の通行は歩行者並びに通行車両優先の為、8）敷地からの出入りの工事車両の通行は歩行者並びに通行車両優先の為、8）敷地からの出入りの工事車両の通行は歩行者並びに通行車両優先の為、8）敷地からの出入りの工事車両の通行は歩行者並びに通行車両優先の為、

は週間の作業内容を掲示板等により知らせること。は週間の作業内容を掲示板等により知らせること。は週間の作業内容を掲示板等により知らせること。は週間の作業内容を掲示板等により知らせること。は週間の作業内容を掲示板等により知らせること。は週間の作業内容を掲示板等により知らせること。は週間の作業内容を掲示板等により知らせること。
工事着手前に近隣住民や近隣施設等へ工事内容を周知するとともに、着手後工事着手前に近隣住民や近隣施設等へ工事内容を周知するとともに、着手後工事着手前に近隣住民や近隣施設等へ工事内容を周知するとともに、着手後工事着手前に近隣住民や近隣施設等へ工事内容を周知するとともに、着手後工事着手前に近隣住民や近隣施設等へ工事内容を周知するとともに、着手後工事着手前に近隣住民や近隣施設等へ工事内容を周知するとともに、着手後工事着手前に近隣住民や近隣施設等へ工事内容を周知するとともに、着手後

工事着手前に現況状況を把握し写真添付等書面にて提出し、施工に於いて工事着手前に現況状況を把握し写真添付等書面にて提出し、施工に於いて工事着手前に現況状況を把握し写真添付等書面にて提出し、施工に於いて工事着手前に現況状況を把握し写真添付等書面にて提出し、施工に於いて工事着手前に現況状況を把握し写真添付等書面にて提出し、施工に於いて工事着手前に現況状況を把握し写真添付等書面にて提出し、施工に於いて工事着手前に現況状況を把握し写真添付等書面にて提出し、施工に於いて

新たに発生した損傷等は速やかに請負者負担にて修繕とする。新たに発生した損傷等は速やかに請負者負担にて修繕とする。新たに発生した損傷等は速やかに請負者負担にて修繕とする。新たに発生した損傷等は速やかに請負者負担にて修繕とする。新たに発生した損傷等は速やかに請負者負担にて修繕とする。新たに発生した損傷等は速やかに請負者負担にて修繕とする。新たに発生した損傷等は速やかに請負者負担にて修繕とする。

全確保に留意すること。全確保に留意すること。全確保に留意すること。全確保に留意すること。全確保に留意すること。全確保に留意すること。全確保に留意すること。
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有限有限有限有限有限有限有限 一級建築士195187一級建築士195187一級建築士195187一級建築士195187一級建築士195187一級建築士195187一級建築士195187
野中建築設計事務所野中建築設計事務所野中建築設計事務所野中建築設計事務所野中建築設計事務所野中建築設計事務所野中建築設計事務所

設 計設 計設 計設 計設 計設 計設 計

1111111

特記仕様書1特記仕様書1特記仕様書1特記仕様書1特記仕様書1特記仕様書1特記仕様書1

令和 6年 3月令和 6年 3月令和 6年 3月令和 6年 3月令和 6年 3月令和 6年 3月令和 6年 3月

特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事

14141414141414

高 山 市高 山 市高 山 市高 山 市高 山 市高 山 市高 山 市



　　 合成有機繊維､ﾀﾙｸ､ｳｫﾗｽﾄﾅｲﾄ、ﾈﾏﾗｲﾄ(繊維状ﾌﾞﾙｰｻｲﾄ)､石こう､ｾﾋﾟｵﾗｲﾄなどがある。

注4）『石綿以外で確認された繊維』の例としては、人造鉱物(ﾛｯｸｳｰﾙ､ｸﾞﾗｽｳｰﾙなど)､ｾﾙﾛｰｽ､

注3）推定石綿質量分率の報告区分”検出”は、分析中に繊維が1本または2本だけ検出されたことを示す。

　　 Chr：ｸﾘｿﾀｲﾙ Amo：ｱﾓｻｲﾄ Cro：ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ Tre/Act：ﾄﾚﾓﾗｲﾄ/ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ Ant：ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ

注2）推定石綿質量分率の報告区分については、JIS A 1481-1を参照のこと。

注1）石綿の種類の項には、次の記号で記載している。

パッキン4）ｱｽﾍﾞｽﾄ含有内容

レベル2

事前調査個所では検出無し

前処理室 天井 厚付塗材

スクリーン室配管廻りパッキン

なお、埋戻し及び盛土は，各層 300m m 程度ごとに締め固める。

現場発生土、及び購入土（良質土）とする。
また、余盛は土質に応じて行う。

レベル3

レベル1

水槽ｴﾎﾟｷｼ系樹脂

工事名

図　名

縮　尺 番 号 枚の内 号

高 山 市

年 月 日

設　計
　　野 中 隆 平会社

有限 一級建築士195187 
野中建築設計事務所

設 計

特記仕様書2

令和 6年 3月

特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事

・労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、及び大気汚染防止法に基づく

　石綿含有の事前調査結果の報告手続き（申請）を行うこと。

ること。
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※照明器具

石綿含有判定結果採取箇所
推定石綿質量分率

石綿以外で

確認された繊維

無

無

無

無

－

－

－

－

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

7

6

5

4

3

2

1

8

9

無 －不検出

石綿種類

－

－

－

－

－

－

偏光顕微鏡による定性分析結果

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

不検出

採取及び分析実施日　　2023年12月19日~2024年1月15日

屋根下地 南面

外壁腰部 南面

外壁上部 南面

軽量骨材 ﾓﾙﾀﾙ

RC打放
複層吹付

RC打放
複層吹付

嫌気性ろ床槽 第1室
水槽部(壁)

分析ﾏﾆｭｱﾙ第3章､JIS A 1481-1に基づく偏光顕微鏡法による定性分析方法分析方法

無 －10
ｽｸﾘｰ ﾝ室
配管 ﾌﾗﾝｼﾞ継手

Ｃｈｒ

Ｃｈｒ

Ｃｈｒ

Ｃｈｒ 0.1-5％

5- 50％

0. 1-5％

0. 1-5％ －

－

－

－

無

無

無

無

検出

検出

検出

検出

タイル下地
便所　壁

エポキシ系塗床

管理室　床

前処理室　床
エポキシ系塗床

前処理室　天井

厚付塗材

サッシ廻り 東面
シーリング材

・利用できない
・利用できない構内既存の施設

構内既存の施設

　　４.　仮設工事

工事用水
工事用電力

2.
1.

外壁 複層吹付

　　５.　土工事

埋戻し1.

1.標識

手摺先行型　幅900

安定器については撤去時にＰＣＢの有無を確認し有と判断された場合は容器等

に封入して高山市役所に引渡すこと。

　　６.　その他

河川法 第26条第1項、第55条第1項の許可標識を設置すること。

2.休日 本工事は、完全週休2日制を原則とした、週休2日制工事（現場閉所）とする。
詳細は、「高山市発注の建設工事に係る週休2日制工事実施要領」に従う。

工事にあたり建設工事保険又は相当する保険に加入し、加入を証する書面の

検査引渡しまでの期間を満足すること。
写しを工事着手後14日以内に提出すること。加入期間は工事着手より、完成

その他高山市ホームページ上に示された書類とし、監督員協議によりその一部
を省略することができる。

工事
当該工事が高山市重点監督対象工事になった場合は、その取扱いによるものと
する。

21.建設工事保険

22.提出書類

23.重点監督対象

24.仮囲い 成形鋼板　H=3.0ｍ

完成図、製本　２部（Ａ２版）

25.防音ｼｰﾄ

2 6 .ｹ ﾞｰ ﾄ

2 7 .足場等 くさび緊結足場　従来型

28.土壌分析調査 不要

29.P CB調査

5）アスベスト調査結果表

6）石綿事前調査結果報告

簡素化について に基づいて実施すること。

実施にあたっては「工事書類簡素化要領」（技191号平成22年6月30日改正）

1.事前措置
（3.2.1）

　　３.　解体施工

2.解体方法
（3.3 .1）
（3.4 .1）

（3.5 .1）
（3.6 .1）

（3.6 .2）

（3.7.1）

（3.7.2）
（3.8.1）

（3.8.2）
（3.9.1）

（3.10 .1）

1）建築物等の解体に先立ち、各種設備の供給が停止していることを確認する。

　　破片や粉塵の飛散防止に努めること。

2）解体施工は、低振動・低騒音型の機械器具等の選定に心がけ、解体材等の

3）ｱｽﾍﾞ ｽﾄ除去工事にあたっては細心の注意を払い建物外への粉じんの飛散が

30.空気中濃度測定

31.養生

32.工事書類の

ﾚﾍﾞﾙ3ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去時は、施工前に内外部開口部ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ等により

国交省「建築物解体工事共通仕様書・同解説（最新版）」に基づきアスベスト

の環境濃度測定を行う。測定場所については監督員と協議すること。

養生及び湿潤化を行うこと。

ないよう厳重に注意するとともに、作業員にマスク、保護メガネ等を着用させ

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ　W5.4×H4.5ｍ　柱付　鋼製複層板

建物３面



工事名

図　名

縮　尺 番 号 枚の内 号

高 山 市

年 月 日

設　計
　　野 中 隆 平会社

有限 一級建築士195187 
野中建築設計事務所

設 計
令和 6年 3月

特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事

付近見取り図　配置図
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縁石撤去処分

樹木　5本伐採伐根撤去処分

可変側溝撤去処分

天端W180

桝側壁共撤去処分

可変側溝撤去処分

天端W180
縁石撤去処分

外灯撤去処分
基礎共

EMH

可変側溝撤去処分

U字側溝

石碑撤去処分

桝

PMH

埋設配管撤去処分

埋設配管撤去処分

PMH

分電盤 W500 H9 00 D 190 撤去処分
引込電柱 撤去処分

配置図　1/200

既設アスファルト舗装撤去処分

敷地内埋設配管及び配線は全て撤去とする

敷地の撤去範囲には購入土敷き均しとする

看板撤去処分
基礎共

ﾊﾟﾈﾙｹﾞ ｰﾄ 柱付 W5.4ｍ H4.5ｍ

仮囲い 成形鋼板 H=3.0ｍ

埋設配管配線撤去処分

PMH

W 300

W300

W3 00

防音ｼｰﾄ H=3000

防音ｼｰﾄ H=3000

5
0

1
,
2
4
0 1
,
0
00

5
0 基礎500×500 H=50

鉄柱管 50A

看板部 ｱﾙﾐ t=1.5

2, 000
4
,
5
0
0

既設のまま

既設のまま

φ245 φ240 φ190

φ240
φ295

H=1100

300

3 ,5
30

解体建築物

荒城川

荒城川

付近見取り図

当該地

県道76号線

国府見座線

国
府
見

座
線

県
道
7
6号

線

八日町公民館

今公民館

37,271

至ﾙ上宝町

至ﾙ丹生川町

至ﾙ丹生川町





工事名

図　名

縮　尺 番 号 枚の内 号

高 山 市

年 月 日

設　計
　　野 中 隆 平会社

有限 一級建築士195187 
野中建築設計事務所

設 計

汚泥貯溜槽汚泥貯溜槽

第1室 第2室
接触ばっき槽 汚泥濃縮貯溜槽

消毒槽

嫌気性ろ床槽
第3室 第2室

嫌気性ろ床槽 嫌気性ろ床槽
第1室

接触ばっき槽

ばっ気沈砂槽

流量調整槽

沈殿槽
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3001,1503503,9503503,6003003,6003003,600350

17,850 7,650

25,500

350 3,600 300 3,600 300 3,600 350

12,100

１階平面図　1/100
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25,500

ブロワー室

倉庫

手洗い

嫌気性ろ床槽
第3室 第2室

嫌気性ろ床槽 嫌気性ろ床槽
第1室

消毒槽汚泥貯溜槽汚泥貯溜槽

沈殿槽 汚泥濃縮貯溜槽

砂溜槽

管理室

便所

排水溝

防液堤
FL+500

床排水金具50A

汚泥脱水機室

梯子

1
,
3
3
0

5
,
8
00

2
,
39

0
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,
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2
,
3
6
0

10,860

下部平面図　1/100

換気室平面図　1/100

150

接触ばっき槽接触ばっき槽
第1室 第2室

換気室

● ●

● ●

●

●

●

No.4（サッシ廻り）

No.6（床）

No.5（壁）

No.7（床）

No.8（天井）

No.10（配管ﾌﾗﾝｼﾞ継手）

●

No.9（水槽部 壁）

No.2（外壁 腰部）
No.3（外壁 上部）

●サンプル採集位置

前処理室

スクリーン室

令和 6年 3月

1/100

下部・1階・換気室平面図

特環 国府処理区旧荒城処理施設解体工事
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工事名

図　名

縮　尺 番 号 枚の内 号

高 山 市

年 月 日

設　計
　　野 中 隆 平会社

有限 一級建築士195187 
野中建築設計事務所

設 計
令和 6年 3月

1/100

特環 国府処理区旧荒城処理施設解体工事

南側立面図　1/100

北側立面図　1/100

屋根伏図　1/100

C

A

AC

E B D

AC

A

C

BE D

●

No.1(屋根下地)

東側立面図　1/100

西側立面図　1/100

A

C A

C

DBE

C

A

A

C

DBE

A　　フッ素鋼板横段葺　0.45mm

E　　モルタル金コテ仕上げ

D　　コンクリート打放し　複層吹付

C　　コンクリート打放し　複層吹付

B　　コンクリート打放し

●   サンプル採集位置
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立面図　屋根伏図



ブロワー室

倉庫

管理室

換気室

便所 手洗い
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B　　厚9m/m化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼（廻縁 塩ビ）

A　　合板型枠打放し補修ノ上　厚付塗材仕上げ

C　　グラスウール厚25 ｶﾞﾗｽｸﾛｽ額縁貼り

D　　合板型枠打放し補修

E　　合板型枠打放し補修ノ上　複層吹付

　　天井改口　アルミ　450×450

１階天井伏図　1/100

換気室天井伏図　1/100

A

A

A

スクリーン室

A A

BB

B

C

汚泥脱水機室

A

前処理室

E

E

E

E E

E

E

E

D

工事名

図　名

縮　尺 番 号 枚の内 号

高 山 市

年 月 日

設　計
　　野 中 隆 平会社

有限 一級建築士195187
野中建築設計事務所

設 計
令和 6年 3月

1/100

特環 国府処理区旧荒城処理施設解体工事

天井伏図
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第3室
嫌気性ろ床槽 嫌気性ろ床槽

第2室 第1室
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接触ばっき槽接触ばっき槽
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